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行政評価結果について 
令和３年３月 

総務部人事行政課 
 

【行政評価について】 
二本松市では、行政課題又は市民のニーズに対応した能率的かつ効果的な市政運営を進めるた

め行政評価を行い、その結果を市民に公表することとしています（二本松市市政運営基本条例第

6 条）。 
また、平成２８年度に策定した新二本松市市政改革推進行動計画の重点項目である「成果重視

の経営資源の仕組みの整備」及び「限られた経営資源の効率的・効果的な活用」を推進するため

の取り組みの一つであり、職員の意識改革、行政の効率化、市民満足度の向上を目標に実施する

ものです。 
 
【新二本松市総合計画】 

平成２８年度に、本市の最上位の行政計画である新二本松市総合計画「二本松を元気に！新５

ヵ年プラン」を策定し、「子育て支援や定住支援による人口減少対策」、「産業・観光の振興による

地域の均衡ある発展」、「生涯スポーツと健康づくりの推進による健康寿命の延伸」の３つを最重

点項目として、令和２年度までの取り組みの基本的な指針を定めています。 
 
【行政評価の実施内容】 
 事務事業の目標と見込まれる成果（ＰＬＡＮ）、評価対象年度の取組内容（ＤＯ）について、進

捗状況、費用対効果等により所管課自らが評価し（ＣＨＥＣＫ）、評価結果に基づき必要な見直し

を加え、今後の事業の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）を定めるといったサイクルの構築による継続的な

事業の改善に取り組みました。 
 

⑴ 実施年度 
   新二本松市総合計画（平成２８年度から令和２年度）の期間中、平成３０年度（中間評価）、

および令和２年度（最終評価）の２回にわたり実施しました。 
 

⑵ 対象事業 
   新二本松市総合計画から１３６の事務事業を抽出し実施しました。 
 

⑶ 評価の主な視点 
 ・事業の取組内容 
 ・目標に対する実績と進捗状況 
 ・費用対効果 
 ・課題や改善策 
 ・今後の方向性 
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【評価結果】 
 ⑴ 施策別評価結果 
   各事務事業所管課で行った評価結果について、新二本松市総合計画の基本目標、政策、施

策の単位でとりまとめを行った結果は下記のとおりです。 
※本評価は、平成２８年度から令和元年度までの事業結果に基づき令和２年９月～１０月に

評価を行っており、令和２年度の実績値は見込みとし、事業進捗がないもの等については

「評価結果なし」としている事業もあります。 
 

＜施策別評価結果一覧＞ 
   Ａ：順調 Ｂ：概ね順調 Ｃ：改善の必要あり Ｄ：休止、廃止 －：評価結果なし 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ―

①　妊娠、出産、母子の健康づくりの支援 1 6

②　子育て家庭の負担軽減 1 2

③　働きながら子育てできる環境の整備 1 3 1

①　若者の生活基盤の確保 2 1 1

② 多様な就業の場の確保と若者のチャレ
ンジ

1 2

①　良好な市街地の形成 4 2 1

②　道路ネットワークの整備 7 3 1 1

③　多世代が集う憩いの場づくり 1

①　おもてなし観光の推進 3 3 1

②　観光資源の発掘活用、整備 3 1

①　中心市街地と地域商業の活性化 3 2

②　地域産業と物産の振興 1

①　農業担い手の育成と生産基盤の整備 2 3 1 5

②　ブランド化の推進と販路拡大 1

①　個性あふれる地域づくりの推進 2 3 1 1

②　地域自治活動の推進 3

①　生活習慣病予防と健康寿命の延伸 2 3 1

②　生涯スポーツの振興 1

①　高齢者や障がい者への福祉サービスの
充実

8 3

②　医療の充実 1 1

③　社会保障制度の充実 2 1

①　防災対策の推進 5

③　放射線対策の推進 4 2 1

①　水の安定供給 5 1

②　生活排水処理による水環境の保全 5

③　自然と森林環境の保全 1 2

④　資源の循環利用と環境負荷の低減 1

①　効率的・効果的な行政運営 2 2

②　健全な財政運営の推進 1

53 53 11 1 18

⑶　個性あふれる地域農業を形成します

基本目標 政策 施策
所管課評価

１．子どもや若者の未来を創るまち

⑴　子どもを産み育てやすいまちをつくります

⑶　若者の定住を促進します

⑷　居住環境を整備し暮らしやすいまちをつくります

２．郷土愛にあふれ活力と賑わいのあるまち

⑴　歴史と文化を活かし交流人口を増やします

⑵　商工業の振興で賑わいのあるまちをつくります

⑶　自然と共生し環境に配慮したまちをつくります

１．自立できる自治体経営の推進

⑵　効率的な行財政の運営を推進します

⑷　特性を活かした地域づくりを進めます

３．いつまでも元気で生きがいのもてるまち

⑴　元気・健康で生涯スポーツの盛んなまちをつくります

４．助け合い、支え合い、安心して暮らせるまち

⑴　ふれあいのあるやさしい福祉社会と医療体制をつくります

⑵　市民の生命と財産を守ります



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体の評価結果では、「Ａ：順調」が 53 件、「Ｂ：概ね順調」が 53 件で、全体の約８割を

占めています。一方で「Ｃ：改善の必要あり」は全体のうち 11 件で約 8％となっており、今

後事業内容の見直しをしながら進めて行きます。 
また、事業の実施を見送ることとした「D：休止、廃止」が 1 件、事業の性質や進捗状況等

により「評価結果なし」とした事業が 18 件で約 13％となりました。 
 
 ⑵ 各事業の評価結果 
   個々の事業評価結果（行政評価シート）は別紙のとおりです。 

 


